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令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進について （要請）

　

平素より労働行政の推進に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　

さて、 厚生労働省では、 従前より、 建設業における安全衛生対策の推進を図っ
ておりますが、 第１３次労働災害防止計画 （平成３０年２月２８日厚生労働省策定、
平成３０年３月１９日公示） における計画期間 （２０１８年４月から２０２３年３月まで
の５年間） の３年度目である令和２年度においては別添のとおり留意事項を定
め、 同留意事項に基づき取組を進めることとしています。

　

また、 全国での建設業における死亡災害発生状況は、 令和元年の死亡者数 （３
月９日速報） が平成３０年より４６人減少し２６０人であるものの、 全産業の死亡者
数７９０人のうち３２．９％占めており、 死亡災害発生状況を業種別に見ると、 依然と
して建設業の占める割合が高い水準にあります。

　

つきましては、 建設工事に従事する事業者等の建設工事関係者による法令に基
づく対策の徹底、 自主的な安全衛生活動の取組の促進等について、 新型コロナウ
イルス感染拡大防止にも十分御配慮された上で、 別添を、 傘下の会員に周知する
こと等により、 令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進に特段の御配慮
を賜りますよう御協力をよろしくお願いいたします。

【担当】
労働基準部健康安全課

　

地方産業安全専門官

　　　　　

米谷英一

笠０７６（２６５）４４２４



令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項

１

　

労働者の安全確保のための対策
（１） 足場等からの墜落・転落防止対策

　　

建設業における死亡災害のうち、 墜落・転落災害が４割以上を占めている

　

ことから、 事業者は、 引き続き、 墜落・転落災害防止に係る労働安全衛生規

　

則 （昭和４７年労働省令第３２号。 以下 「安衛則」 という。） の遵守徹底を図る

　

とともに、 足場からの墜落・転落災害を防止するために 「足場からの墜落・

　

転落災害防止総合対策推進要綱」（平成２４年２月９日付け基安発０２０９第２号、

　

平成２７年５月 ２０日一部改正） に基づく 「より安全な措置」等の措置を適切

　

に講じること。

（２） 墜落制止用器具の適切な使用

　

厚生労働省は、 事業者に対して、 平成３１年２月１日に施行された墜落制止

用器具に係る改正安衛則等について、 リーフレット等を活用して改正内容の

周知を図るともに、建設業労働災害防止協会（以下「建災防」という。）が間
接補助事業者として補助する 「既存不適合機械等更新支援補助金」 を活用し
て、 中小事業者等の早期の買い換えを積極的に勧奨する。

　

このため、 事業者は、 フルハーネス型墜落制止用器具の使用について、 改

正安衛則を踏まえた 「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」

　

（平成３０年６月 ２２日付け基発０６２２第２号） に基づく措置を適切に講じると

ともに、「墜落制止用器具の規格」（平成３１年厚生労働省告示第１１号） に適
合した墜落制止用器具の確保を図ること。 なお、 中小事業者等は、 この場合

に「既存不適合機械等更新支援補助金」 を活用できるものであること。

（３） 建設業における火災対策

　

近年、橋梁等の改修工事において剥離剤として使用していた有機溶剤等に
よる火災災害が頻発しており、 特に、 昨年１１月には、 高速道路の高架橋塗装

塗替え工事において、 多数の死傷者が発生し、 高速道路が一時通行止めとな
る重大な火災災害が発生したことから、 事業者は、 引火性、 可燃性等のある

物を取扱う際の換気等の実施、危険物等がある場所における火気等の使用禁
止等の措置を適切に講じること。

（４）建設工事の現場等における荷役災害防止対策

　

荷役作業中の災害を防止するためには、 荷主等の立場となる事業者 （以下

　

「荷主等」 という。） の協力も必要となることから、 厚生労働省は、 製造業等

の荷主等を対象として安全設備の設置等について、「陸上貨物運送事業におけ
る荷役作業の安全対策ガイ ドライン」（平成２５年３月２５日付け基発０３２５第



１号） に基づく荷主等による取組の必要性を説明し、 同取組の促進を図る。

　

このため、 荷主等は、 上記取組を実施する等により、 建設工事の現場等に

おける荷役災害防止対策を適切に講じること。

（５）伐木作業等の安全対策

　

本年８月に施行されるチェーンソーによる伐木等作業における特別教育に

係る安衛則の一部を改正する省令 （平成３１年厚生労働省令第１１号） 及び本

年１月３１日付けで改正した「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関する

ガイ ドライン」（平成２７年１２月７日付け基発第１２０７第３号、 令和２年１月

３１日付け基発０１３１第１号改正） について、厚生労働省は、 全国安全週間準備

期間中 （本年６月） に開催される建設業等を対象とした集団指導や事業者団

体による安全大会等の機会を活用して改正内容の周知を図るとともに、令和

　

２年度委託事業により、安全衛生推進者等を対象に、伐木等作業の安全対策

の理解を深めるための安全対策講習会を全国７会場で開催する。

　

このため、 事業者は、 集団指導、 安全対策講習会等への参加に留意すると

　

もに、 伐木作業等における安全対策を適切に講じること。

（６）転倒災害の防止

　

転倒災害は業種問わず最も多い災害の型であるため、事業者は、「今後の転

倒災害防止対策の推進について」（令和元年６月１７日付け基安発０６１７第１号）

に基づき、 「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」（同通達別添） に定める措置を適

切に講じること。 特に、 転倒災害の特徴として、①高年齢労働者が多く被災

する、 ②降雪地帯で冬季に多く発生するといったことが挙げられることに留

意するとともに、 降雪が多い地域においては、 降雪等が本格化する前に、 冬

季に向けた転倒災害防止対策について事前に準備を進めること。

　

なお、転倒災害防止用の視聴覚教材を厚生労働省ホームページに公開して

いるので、 事業者は、 安全衛生教育を実施する機会等に活用すること。

（７）交通労働災害防止対策

　

事業者は、「交通労働災害防止のためのガイ ドライン」（平成 ２５ 年５月

　

２８

　

日付け基発０５２８第２号、 平成３０年６月１日最終改正） に基づく措置を適切

に講 じること。

　

とりわけ、 建設資材等の運搬を発注する際は、 過積載運行にならないよう

実際に荷を運搬する事業者に協力すること。

（８） 建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者の安全確保

　

厚生労働省は、建設工事の現場等において、 交通誘導等に従事する警備業

等の労働者が死傷する労働災害が発生していることを踏まえ、 令和元年度に

作成した警備業の未熟練労働者への安全衛生教育に活用できるマニュアルに

ついて周知する。

　

事業者は、 建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者に対する安全



衛生教育を実施する場合には、 同マニュアルを活用すること。

（９） 専門工事業者等の安全衛生活動支援事業

　

建設業における労働災害の被災者の約９割は、店社で規模が３０人未満のも
のに所属していることを踏まえ、 厚生労働省は、 建災防に対して、 中小の建

設会社 （以下 「専門工事業者等」 という。） におけるパトロール、 視聴覚教材
や冊子の作成等の安全衛生活動を支援するための事業への補助を実施する。

　

専門工事業者等は、 上記事業を活用する等により、自主的に安全衛生活動
を行うこと。

（１０）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設工事の安全

　

衛生対策

　　

厚生労働省は、 令和２年度委託事業により、 東京都、 埼玉県、 千葉県及び

　

神奈川県において新規入識者等に対する安全衛生教育及び建設現場に対する

　

専門家の技術指導を行う。

　　

事業者は、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に係

　

る各種工事において、 労働災害防止対策を適切に講じること。

（１１） 東日本大震災、熊本地震等の復旧・復興工事における労働災害防止対策

　　

厚生労働省は、令和２年度委託事業により、東北３県及び熊本県において、

　

引き続き、 巡回指導等を行う。

　　

東日本大震災、 熊本地震等の復旧・復興工事において、 重機による災害や

　

墜落・転落災害等が発生していることから、 事業者は、 当該災害に着目した

　

労働災害防止対策を適切に講じること。

（１２） 高年齢労働者等の労働災害の防止

　　

厚生労働省は、高年齢労働者の労働災害防止対策を推進するため、 高年齢

　

労働者の安全衛生対策として取組を求め．る事項について 「高年齢労働者の安

　

全と健康確保のためのガイ ドライン」（令和２年３月１６

　

日付け基安発０３１６第

　

１号）（以下 「エイジフレンドリーガイ ドライン」 という。） に取りまとめた

． ところであり、 周知を図る。 さらに、 新設する 「エイジフレンドリー補助金」

　

により、働く高年齢労働者が安心して安全に働く職場環境の整備に意欲のあ

　

る中小企業における取組を支援する。

　　

このため、 事業者は、 各事業場における高年齢労働者の就労状況や業務の

　

内容等の各事業場の実情に応じて、 エイジフレンドリーガイ ドラインを参照

　

し、 厚生労働省、 関係団体等による支援も活用して、 実施可能なものから積

　

極的に高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組み、職場環境の改善を図る

　

こ と。

（１３）外国人労働者に対する労働災害防止対策

　

厚生労働省は、外国人労働者を雇用する事業場に対し、「外国人労働者の雇



用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」（平成１９年８

月３日厚生労働省告示第 ２７６ 号） に示す安全衛生教育の実施、労働災害防止

のための日本語教育等の実施、 労働災害防止に関する標識・掲示等について

周知、 指導する。

　

また、外国人労働者への安全衛生教育の実施について、厚生労働省は、 平

成３１年３月 ２８日付け基発０３２８第２８号「外国人労働者に対する安全衛生教

育の推進等について」 に基づき、 安全衛生団体等との連携を図り、 外国人労

働者を使用する事業者に対し、 地域の実情にも応じた安全衛生教育及び研修

の推進について指導、 援助する。 この際、 インターネット上の 「職場のあん

ぜんサイト」 に掲載されている安全衛生教育に活用できる視聴覚教材等につ

いて、 適宜、 利活用を促す。

　

さらに、 厚生労働省は、 外国人労働者が教育内容を理解できるよう、 令和

２年度委託事業により、型枠施工業務、 屋根ふき業務等業種別の母国語によ

る視聴覚教材を１０言語 （英語、 中国語、 ベトナム語、 タガログ語、 カンボジ

ア語、インドネシア語、 タイ語、 ミャンマー語、 ネパール語及びモンゴル語）

で作成し、 厚生労働省ホームページに公表する予定である。

　

このため、事業者は、外国人労働者に対する安全衛生教育を行う場合には、
既に同ホームページで公表している外国人労働者向けの基本的な作業ごとに

安全衛生対策をまとめた教材 （４言語 （英語、 中国語、 ベトナム語及びイン

ドネシア語））と併せて、これらの教材を活用した安全衛生教育の実施を図る
こ と。

　

また、 事業者は、外国人労働者が労働災害に被災した場合に労働者死傷病

報告（安衛則様式第２３号）を提出する際、被災労働者の国籍・地域及び在留

資格を、 在留カード等により確認し、 記入すること。

（１４） 一人親方等の安全衛生対策

　

厚生労働省は、引き続き、建設業に従事する一人親方等の死亡災害の把握

に努めるとともに、令和２年度委託事業により建設業の一人親方に対する安

全衛生教育に係る支援として、 全国で研修会を開催するとともに、建設現場

において、 引き続き、 一人親方に対し技術指導を行う。

（１５） 建設工事関係者連絡会議の運営等

　

厚生労働省は、「建設工事関係者連絡会議の設置について」（平成２６年４月

１１日付け基安発０４１１第１号） により、 工事の安全衛生に配慮した発注、安全

衛生経費の確保、 統括安全衛生管理の徹底のための相互パトロール、安全衛

生教育等について、発注者、施工者及び安全衛生行政関係者により協議をし、
必要な取組を行う。

（１６） 建設職人基本法・基本計画に基づく取組等

　

厚生労働省は、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

　

（平成２８年法律第１１１号）に基づく都道府県計画を策定する都道府県に対し、



　

管内の労働災害発生状況の分析結果、 実施する施策等に係る情報について積

　

極的に提供するなど、 都道府県との連携の強化を図る。

２

　

労働者の健康確保のための対策、化学物質等による労働災害防止対策
（１） 熱中症対策

　　

厚生労働省は、「ＳＴＯＰ！熱中症

　

クールワークキャンペーン」 （５月 から９月

　

まで、 準備期間：４月、 重点取組期間：７月） を実施する。 また、 職場にお

　

ける熱中症予防に関する講習会を第一四半期から第二四半期を目処に実施す

　

る。

　　

このため、 事業者は、 熱への順化や休憩時間の確保を考慮した作業計画の

　

策定、ＷＢＧＴ値の把握及び低減対策、 休憩場所の確保、 定期的な水分・塩分の

　

摂取徹底、健康診断結果を用いた就業上の措置、作業開始前の健康状態の確

　

認、 作業を管理する者や労働者に対する労働衛生教育、 緊急時の早めの搬送

　

等を実施すること。

（２）

ア

じん肺予防対策

　

厚生労働省は、 平成３０年度から令和４年度を期間とする 「第９次粉じん

障害防止総合対策」 の重点事項として、 ①屋外における岩石・鉱物の研磨
作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障
害防止対策、②ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策、 ③呼吸用
保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進、 ④じん肺健康診断の着実な実
施、⑤離職後の健康管理等を掲げている。

　

このため、 事業者は、 当該防止総合対策に基づく措置を適切に講じるこ
と。 また、 解体作業等において、 法令上必要であるにもかかわらず現場監
督など事業者側の判断により防じんマスクを外させることなく、 労働者に
防じんマスクを確実に使用させること。

　

厚生労働省は、 ずい道等建設工事に従事する労働者の健康管理の充実を
図るため、 建災防が運用している労働者のじん肺関係の健康情報、 有害業

務従事歴等を一元管理するためのシステム （ずい道等建設労働者健康情報
管理システム） について活用を促進する。

　

このため、事業者は、ずい道等建設工事に従事する労働者の同意を得て、
建災防に健康情報等の提供（登録）が円滑に行われるよう協力すること。

イ

（３） 建設業におけるメンタルヘルス対策の推進

　

建設業においても精神障害が多く発生しており、 建設業の事業場における

メンタルヘルス対策の取組割合が４９，５％と低調であることから、 事業者は、
ストレスチェック制度の実施を徹底するとともに、 建災防とも連携して、 建

設工事の現場等におけるメンタルヘルス対策を適切に講じること。

（４） 化学物質による健康障害防止対策
ア

　

厚生労働省は、 塗料等の掻き落とし作業について、 鉛等有害物の有無等



により工事に要する安全衛生経費・工期は大きく変わることから、 発注者

に対し、 有害物の有無等に応じた必要な安全衛生経費の積算等、必要な対

応を行うよう求める。

　　

このため、 事業者は、鉛、 六価クロム、ＰＣＢ等の有害物は上塗りから下塗

　

りまでの塗膜に含有しうることにも留意し、 有害物の含有状況や作業内容

　

に応じて適切なばく露防止対策を講じること。

　

また、 事業者は、 研磨材の吹き付け （ブラスト） や研磨材を用いた手持

　

ち式動力工具 （ディスクサンダー） による鋼構造物の研磨等においては、
塗膜中の有害物の有無にかかわらず、 粉じん障害防止規則に基づき、 労働

者に対して、 呼吸用保護具 （送気マスク等） を使用させる等の措置を講じ

ること。
イ

　

建設業においても、 塗装など多くの化学物質を用いていることから、 厚

　

生労働省は、 特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則の徹底を

　

図るとともに、 化学物質に係るリスクアセスメント及び当該結果に基づく

　

措置等を実施するよう周知・指導する。

（５） 石綿健康障害予防対策

ア

　

建築物の解体・改修作業を行う事業者は、建築物の石綿等の使用の有無

　

等について事前調査を実施し、 石綿が使用されている場合は、 確実にばく

　

露防止対策を講じること。 なお、 厚生労働省は、 石綿に係る計画届や作業

　

届の対象工事について、適切に対象選定を行い、 遵法意識の確保のための

　

予告なしの立入りを行う。
イ

　

厚生労働者は、建築物解体等作業の発注者への対応について、「石綿飛散

　

漏洩防止対策徹底マニュアル［２，２０版］」の８から９ページの内容等を含め、

　

必要な周知啓発を図り、解体等工事の契約締結後に事前調査を行う場合に

　

おいて当該調査結果に応じた費用・工期の変更を認めないような適切でな

　

い契約の排除を図る。

　

ウ

　

厚生労働省は、 石綿障害予防規則等の改正を検討しており、 改正後は、

　

地方公共団体とも連携し、 その円滑な施行のための周知を図る。

３

　

その他の安全衛生に係る対策

（１）労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用

　　

厚生労働省は、 労働安全衛生マネジメ ントシステムに関する国際規格

　　

（ｌｓ０４５００１）、 日本産業規格 （ＪＩＳＱ４５００１ 及び ＪＩＳＱ４５１００） を踏まえて改

　

正した 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」（平成 １１年労働

　

省告示第５３号、 令和元年７月１日最終改正） について周知を図る。

　　

同指針に準拠した建設業労働安全衛生マネジメントシステムを導入した企

　

業の労働災害の減少率をみると、 労働災害防止に効果があるとされているこ

　

とから、 事業者は、ＩＳ０４５００１にも対応した建設業労働安全衛生マネジメント

　

システム（ＮＥＷＣＯＨＳＭＳ）、 中小事業者向けコンパク トコスモスの導入・活用に

　

留意すること。



（２） 建設業における安全衛生教育の推進

　

事業者は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号） 第５９条に基づく労働
者に対する安全衛生教育及び同法第６０条に基づく職長等に対する安全衛生教
育を的確に実施するとともに、同法第６０条の２に基づく危険又は有害な業務
に現に就いている者に対する安全衛生教育や以下に示す安全衛生教育などを
実施すること。
ア

　

職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育の推進

　　

事業者は、「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に

　

準じた教育について」（平成２９年２月２０日付け基発０２２０第３号） に基づ

　

き、建設業における職長等及び安全衛生責任者を対象に、 概ね５年ごとに

　

及び機械設備等に大幅な変更のあった場合に、 労働災害の防止に係る当該

　

教育を受講させること。
イ

　

建設工事従事者教育の推進

　　

事業者は、「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について」

　　

（平成 １５ 年３月２５

　

日付け基安発第０３２５００１ 号） に基づき、 建設工事に

　

従事する労働者を対象に、建設現場で働く労働者が守らなければならない

　

労働安全衛生法令の遵守事項等の基本的事項について教育を受講させるこ

　

と。

（３） 各種ガイドライン等に基づく安全衛生対策の推進

　

厚生労働省は、 建設業の安全衛生対策を推進するために、 各種のガイ ドラ
イン等を発出していることから、 現場での活用のための周知等を通じて、 ガ

イドライン等に基づく安全衛生対策を推進する。

　

このため、 事業者は、 当該ガイ ドライン等に基づく安全衛生対策を適切に
措置すること。



（参考）

令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る関連通達等

（全般）

　

・第１３次労働災害防止計画 （平成３０年２月 ２８日厚生労働省策定、平成３０年

　

３月 １９日公示）

　

・建設業における総合的労働災害防止対策の推進について （平成 １９ 年３月

　

２２

　

日付け基発０３２２００２号）

　

・元方事業者による建設現場安全管理指針について （平成７年４月２１日付け基

　

発第２６７号の２）

１

　

労働者の安全確保のための対策
（１） 足場等からの墜落・転落防止対策

　

・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について （平成 ２７ 年３月

　

３１

　

付け基発０３３１第９号）

　

・足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について （平成２７年

　　

５月 ２０日付け基安発０５２０第１号）

　

・「手すり先行工法に係るガドライン」 について （平成２１年４月２４日付け基発

　

第０４２４００１号）

　

・足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュ

　

アルについて （平成２６年３月 １０日付け基安安発０３１０第１号）

（２） 墜落制止用器具の適切な使用

　

・「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイ ドライン」（平成３０年６月 ２２ 日

　

付け基発０６２２第２号）

（３） 建設現場における火災対策

　

・建設現場における火災による労働災害防止について （平成３０年７月 ２７日付

　

け基安安発０７２７第２号）

（４） 建設工事の現場等における荷役災害防止対策

　

・陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイ ドライン （平成２５年３月

　

２５日付け基発０３２５第１号）

　

・荷役作業場所のチェックリスト （平成２７年８月２７日付け基発０８２７第８号別

　

添）

（５） 伐木等作業の安全対策

　

・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について （伐木作業等の安全



　

対策関係）（平成３１年２月１４日付け基発０２１４第９号）

　

・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイ ドライン」 の策定につい

　

て （平成２７年１２月 ７日付け基発１２０７ 第３号、 令和２年１月３１日付け基発

　

０１３１第１号改正）

　

・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイ ドライン」 の留意事項の

　

改正について （令和２年１月３１日付け基安安発０１３１第１号）

（６） 転倒災害の防止

　

・ 今後の転倒災害防止対策の推進について（令和元年６月１７日付け基安発０６１７

　　

第１号）

（７） 交通労働災害防止対策

　

・交通労働災害防止のためのガイ ドライン （平成２５年５月２８日付け基発０５２８

　

第２号、 平成３０年６月１日最終改正）

　

・交通労働災害防止対策の推進について （平成２７年３月１３日付け基安発０３１３

　

第１号）

　

・建設業における交通労働災害防止対策の徹底について （平成２７年８月６日付

　

け基安安発０８０６第１号）

（８） 建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者の安全確保

　

・現時点では、 特になし。

（９） 専門工事業者等の安全衛生活動支援事業

　

・現時点では、 特になし。

（１０）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設工事の安全衛
生対策

　

・現時点では、 特になし。

（１１） 東日本大震災・熊本地震等の復旧・復興工事における労働災害防止策

　

・東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について

　　

（その４） ～地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事関連～ （平

　

成２３年８月 ３１日付け基安安発０８３１第４号、 基安労発０８３１第２号、 基安化

　

発０８３１第２号）

　

・平成２８ 年熊本地震の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について（平

　

成２８年４月２１日付け基安安発０４２１第１号、 基安労発０４２１第２号）

　

・平成２８年熊本地震の復旧工事における土砂崩壊災害防止対策等の徹底につい

　

て （平成２８年６月１日付け基安安発０６０１第１号）

　

・災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮等について

　　

（平成２８年７月 ２５日付け基安安０７２５第２号、 基安労０７２５第２号、 基安化

　

０７２５第２号）



・東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドラ

イン （平成２７ 年８月２６

　

日付け基発０８２６ 第１号）

・木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について （平

成８年１１月１１日付け基発第６６０号の２）

・「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイ ドライン」 の策定について

　

（平成２７年６月 ２９日付け基安安発０６２９第２号）（再掲）

・土止め先行工法に関するガイ ドラインの策定について （平成１５年１２月１７日

付け基発第１２１７００１号）

・東日本大震災復旧・復興工事関係者連絡会議及び工事エリア別協議組織の設

置について （平成２３年１０月２１日付け基安発１０２１第２号）

（１２） 高年齢労働者等の労働災害の防止

　

・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイ ドライン」 の策定について （令

　

和２年３月 １６

　

日付け基安発０３１６ 第１号）

（１３） 外国人労働者に対する労働災害防止対策

　

・外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指

　

針 （平成１９年８月 ３日付け厚生労働省告示第２７６号）

　

・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について （労働者死傷病報告

　

様式改正関係）（平成３１年１月８日付け基発０１０８第４号）

　

．外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について （平成３１年３月 ２８ 日

　

付け基発０３２８第２８号）

（１４） 一人親方等の安全衛生対策

　

・現時点では、 特になし。

（１５） 建設工事関係者連絡会議の運営
・ 建設工事関係者連絡会議の設置について（平成２６年４月１１日付け基安発０４１１

　

第１号）

　

・元請負人及び下請負人の間での労働災害防止対策の実施者及びその経費の負

　

担者の明確化に係るパンフレットの作成について （平成２７年６月 １５日付け

　

基安発０６１５第１号）

（１６） 建設職人基本法・基本計画に基づく取組等

　

・建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について（平

　

成２９年３月 １６日付け基発０３１６第３号）

　

・建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について （平成

　

２９年６月 ９日付け基発０６０９第７号）

２

　

労働者の健康確保のための対策、化学物質等による労働災害防止対策

（１） 熱中症対策



・「ＳＴＯＰ！熱中症

　

クールワークキャンペーン」の実施について（近日発出予定）
・職場における熱中症の予防について（平成２１年６月１９日付け基発第０６１９００１

号）

（２） じん肺予防対策

　

・第９次粉じん障害防止総合対策の推進について （平成３０年２月 ９日付け基発

　

０２０９第３号）

　

・ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイ ドライン （平成 １２ 年 １２

　

月 ２６日基発第７６８号の２）

（３） 建設業におけるメンタルヘルス対策の推進

　

・現時点では、 特になし。

（４） 化学物質による健康障害防止対策

　

・化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針（平成２７年９月

　

１８日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第３号）

　

・鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障

　

害防止について（平成２６年５月３０日付け基安労発０５３０第１号、基安化発０５３０

　

第１号／基安労発０５３０第３号、 基安化発０５３０第３号）

　

・建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイ ドラインの策定について（平

　

成１０年６月１日付け基発第３２９号の１）

　

・一酸化炭素中毒による労働災害の発生状況等について （平成２８年１２月６日

　

付け基安化発１２０６第１号）

　

・建設業における有機溶剤中毒予防のためのガイ ドラインの策定について （平

　

成９年３月２５日付け基発第１９７号）

　

・「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正

　

について （平成２６年１月 １０日付け基発０１１０第１号）

　

・「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の運

　

用に当たり留意すべき事項について （平成２６年１月１０日付け基安化発０１１０

　

第１号）

（５） 石綿健康障害予防対策

　

・建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について（平成３０年４月 ２０

　

日基安化発０４２０第１号）

　

・建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について （平成２９年６

　

月 ９日基安化発０６０９第１号）

　

・石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル ［２．２０版］

　

・石綿則に基づく事前調査のアスベス ト分析マニュアル ［１，２０版］

　

・建築物石綿含有建材調査者講習登録規定の制定等について （平成３０年１０月

　

２３日基発１０２３第６号）



３

　

その他の安全衛生対策

（１） 労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用

　

・労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針 （平成１１年労働省告示第

　

５３号、 令和元年７月１日最終改正）

　

・労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について （平成１８年

　　

３月 １７日付け基発第ｏ３１７００７ 号、 令和元年７月１日付け基発０７０１第３号改

　

正）

（２） 建設業における安全衛生教育の推進

　

・安全衛生教育及び研修の推進について （平成３年１月２１日付け基発第３９号）

，・建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について（平成

　

１２年３月 ２８日付け基発第１７９号、平成１８年５月１２日付け基発第０５１２００４号

　

最終改正）

　

・建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について（平成１５年３月 ２５

　　

日付け基安発第０３２５００１号）

　

・職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について（平成２９年

　　

２月 ２０日付け基発０２２０第３号）

（３） 各種ガイドライン等に基づく安全衛生対策の推進

　

・シール ドトンネル工事に係るセーフティ・アセスメ ントについて （平成７年

　　

２月 ２４日付け基発０３２１第４号）

　

・「シールドトンネル工事に係る安全対策ガイ ドライン」 の策定について （平成

　

２９年３月２１日付け基発０３２１第４号）

　

・山岳トンネル工事に係るセーフティ・アセスメントに関する指針について（平

　

成８年７月５日付け基発４４８号の２）

　

・「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイ ドライン」

　

の策定について （平成２８年１２月 ２６日付け基安安発１２２６第１号、 平成３０年

　　

１月 １８日付け基発０１１８第１号改正）

　

・土石流による労働災害防止のためのガイ ドラインの策定について （平成１０年

　　

３月 ２３日付け基発第１２０号）

　

・「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイ ドライン」 の策定について

　　

（平成２７年６月 ２９日付け基安安発０６２９第１号）

　

・斜面の点検者に対する安全教育実施要領の策定について （平成 ２７ 年６月

　

２９

　　

日付け基安安発０６２９第４号）

　

・ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を

　

改正する省令等の施行について （平成２７年８月５日付け基発０８０５第１号）



基安安発０３３０ 第１号
基安労発０３３０ 第１号
基安化発０３３０ 第１号
令和２年３月 ３０

　

日

都道府県労働局労働基準部長

　

殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
安

　　

全

　　

課

　　

長

労 働 衛 生 課 長
化学物質対策課長

（契印省略）

令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進について

　

建設業における死亡災害発生状況は、 令和元年の死亡者数 （３月９日速報） が
平成３０年より４６人減少し２６０人であるものの、 全産業の死亡者数７９０人のうち

３２．９％を占めており、 死亡災害発生状況を業種別に見ると、 依然として建設業の

占める割合が高い水準にあることから、 建設業について、 なお一層の労働災害防

止対策を推進することが求められている。

　

厚生労働省では、 従前より、 労働安全衛生法令に基づく対策の徹底、 建設工事

従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 （建設職人基本法） に基づく措
置の的確な実施、自主的な安全衛生活動の促進等を図ることにより、 建設業にお
ける安全衛生対策を推進してきたところである。

　

今般、第１３次労働災害防止計画（平成３０年２月 ２８日厚生労働省策定、平成３０
年３月１９日公示）における計画期間（２０１８年４月から２０２３年３月までの５年間）

の３年度目である令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事
項について、 別添のとおり定め、 別紙１により関係省庁あて、 別紙２により関係

団体等あて要請しているので了知するとともに、 新型コロナウイルス感染拡大防

止に十分に配慮した上で、別添を管内の都道府県、 市町村等の地方公共団体等の
関係行政機関、 関係団体等に周知し、引き続き、管内における建設業の安全衛生
対策の推進を図られたい。



別紙１

基安安発０３３０ 第２号

基安労発０３３０ 第３号

基安化発０３３０ 第２号
令和２年 ３月 ３０

　

日

国土交通省大臣官房技術調査課長

　　

殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

　

殿

国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課長

　

殿

農林水産省農村振興局整備部設計課長・殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
安

　　

全

　

課

　　

長

労 働 衛 生 課 長
化学物質対策課長

　　　

（契印省略）

令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進について （要請）

平素より労働安全衛生行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し

上げます。
建設業における死亡災害発生状況は、令和元年の死亡者数 （３月９日速報） が

平成３０年より４６人減少し２６０人であるものの、 全産業の死亡者数７９０人のうち

３２，９％を占めており、 死亡災害発生状況を業種別に見ると、 依然として建設業の

占める割合が高い水準にあることから、 建設業について、 なお一層の労働災害防

止対策を推進することが求められています。

　

厚生労働省では、 従前より、 労働安全衛生法令に基づく対策の徹底、 建設工事

従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 （建設職人基本法） に基づく措

置の的確な実施、自主的な安全衛生活動の促進等を図ることにより、建設業にお

ける安全衛生対策を推進してきたところです。

　

今般、 第１３次労働災害防止計画 （平成３０年２月 ２８日厚生労働省策定、平成３０

年３月１９日公示）における計画期間（２０１８年４月から２０２３年３月までの５年間）

の３年度目である令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事

項について、 別添のとおり定めましたので、 新型コロナウイルス感染拡大防止に

も十分に御配慮された上で、別添を貴省発注工事における受注者、 傘下の関係団

体等に御周知されること等により、引き続き、 建設業の安全衛生対策の推進に特

段の御配慮を賜れますよう御協力をよろしくお願いいたします。



別紙２

基安安発０３３０ 第３号
基安労発０３３０ 第４号
基安化発０３３０ 第３号
令和２年 ３月 ３０

　

日

関係団体等の長

　

殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
安

　　

全

　

課

　　

長

労 働 衛 生 課 長
化学物質対策課長

令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進について．（要請）

　

平素より労働安全衛生行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し
上げます。

　

建設業における死亡災害発生状況は、 令和元年の死亡者数 （３月９日速報） が
平成３０年より４６人減少し２６０人であるものの、 全産業の死亡者数７９０人のうち

３２，９％を占めており、 死亡災害発生状況を業種別に見ると、 依然として建設業の
占める割合が高い水準にあることから、 建設業について、 なお一層の労働災害防

止対策を推進することが求められています。

　

厚生労働省では、 従前より、 労働安全衛生法令に基づく対策の徹底、 建設工事

従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 （建設職人基本法） に基づく措
置の的確な実施、 自主的な安全衛生活動の促進等を図ることにより、建設業にお
ける安全衛生対策を推進してきたところです。

　

今般、第１３次労働災害防止計画（平成３０年２月 ２８日厚生労働省策定、平成３０
年３月１９日公示）における計画期間（２０１８年４月から２０２３年３月までの５年間）

の３年度目である令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事
項について、 別添のとおり定めましたので、 新型コロナウイルス感染拡大防止に

十分に御配慮された上で、 別添を傘下の関係者等に御周知されること等により、
引き続き、建設業の安全衛生対策の推進に特段の御配慮を賜れますよう御協力を
よろしくお願いいたします。



別紙２の関係団体等の長

一般社団法人日本経済団体連合会会長

日本商工会議所会頭

全国商工会連合会会長

全国中小企業団体中央会会長

建設業労働災害防止協会会長

建設労務安全研究会理事長
一般社団法人仮設工業会会長

一般社団法人合板仮設材安全技術協会会長
一般社団法人日本クレーン協会会長

一般社団法人軽仮設リース業協会会長

一般社団法人住宅生産団体連合会会長

全国仮設安全事業協同組合理事長

一般社団法人日本建設機械施工協会会長

一般社団法人日本塗装工業会会長

一般社団法人全国建設業協会会長

一般社団法人日本左官業組合連合会会長

一般社団法人日本電設工業協会会長

一般社団法人日本道路建設業協会会長

一般社団法人鉄骨建設業協会会長

一般社団法人日本建設組合連合会長

一般社団法人全国中小建設業協会会長

一般社団法人建設産業専門団体連合会会長

一般社団法人日本橋梁建設協会会長

公益社団法人全国鉄筋工事業協会会長

一般社団法人日本鳶工業連合会会長

一般社団法人全国建設産業協会会長

一般社団法人全国クレーン建設業協会会長

一般社団法人日本造園建設業協会会長

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長

一般社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会会長

一般社団法人カーテンウオール・防火開ロ部協会会長

一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会会長

全国基礎工業協同組合連合会会長

全国建設業協同組合連合会会長

一般社団法人日本建設躯体工事業団体連合会会長



一般社団法人日本造園組合連合会理事長
一般社団法人日本建設業経営協会会長
一般社団法人土地改良建設協会会長
一般社団法人全国防水工事業協会会長
一般社団法人日本基礎建設協会会長
一般社団法人全日本瓦工事業連盟理事長
一般社団法人日本型枠工事業協会会長
一般社団法人日本建築大工技能士会会長
一般社団法人全国コンクリート圧送事業団体連合会会長
一般社団法人重仮設業協会会長
一般社団法人全国建設産業団体連合会会長
公益社団法人全国解体工事業団体連合会会長
一般社団法人日本ウレタン断熱協会会長
一般社団法人日本トンネル専門工事業協会会長
一般社団法人日本ツーバイフオー建築協会会長
一般社団法人日本木造住宅産業協会会長
一般社団法人日本在来工法住宅協会理事長
一般社団法人日本建設業連合会会長

独立行政法人労働者健康安全機構理事長
公益社団法人産業安全技術協会会長
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会会長
公益社団法人日本保安用品協会会長
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会理事長
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会会長
一般社団法人全国労働保険事務組合連合会会長
全国社会保険労務士会連合会会長



図

令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項

１

　

労働者の安全確保のための対策
（１） 足場等からの墜落・転落防止対策

　　

建設業における死亡災害のうち、 墜落・転落災害が４割以上を占めている

　

ことから、 事業者は、 引き続き、 墜落・転落災害防止に係る労働安全衛生規

　

則 （昭和４７年労働省令第３２号。 以下 「安衛則」 という。） の遵守徹底を図る

　

とともに、 足場からの墜落・転落災害を防止するために 「足場からの墜落・

　

転落災害防止総合対策推進要綱」（平成２４年２月９日付け基安発０２０９第２号、

　

平成２７年５月 ２０日一部改正） に基づく 「より安全な措置」等の措置を適切

　

に講じること。

（２） 墜落制止用器具の適切な使用

　

厚生労働省は、 事業者に対して、 平成３１年２月１日に施行された墜落制止

用器具に係る改正安衛則等について、 リーフレット等を活用して改正内容の

周知を図るともに、建設業労働災害防止協会（以下「建災防」という。）が間

接補助事業者として補助する「既存不適合機械等更新支援補助金」 を活用し

て、 中小事業者等の早期の買い換えを積極的に勧奨する。

　

このため、 事業者は、 フルハーネス型墜落制止用器具の使用について、 改

正安衛則を踏まえた 「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」

　

（平成３０年６月 ２２日付け基発０６２２第２号） に基づく措置を適切に講じると

　

ともに、「墜落制止用器具の規格」（平成３１年厚生労働省告示第１１号） に適

合した墜落制止用器具の確保を図ること。 なお、 中小事業者等は、 この場合

　

に 「既存不適合機械等更新支援補助金」 を活用できるものであること。

（３） 建設業における火災対策

　

近年、橋梁等の改修工事において剥離剤として使用していた有機溶剤等に

よる火災災害が頻発しており、 特に、 昨年１１月には、 高速道路の高架橋塗装

塗替え工事において、 多数の死傷者が発生し、 高速道路が一時通行止めとな

る重大な火災災害が発生したことから、 事業者は、 引火性、 可燃性等のある

物を取扱う際の換気等の実施、危険物等がある場所における火気等の使用禁
止等の措置を適切に講じること。

（４）建設工事の現場等における荷役災害防止対策

　

荷役作業中の災害を防止するためには、 荷主等の立場となる事業者 （以下

　

「荷主等」 という。） の協力も必要となることから、 厚生労働省は、 製造業等

の荷主等を対象として安全設備の設置等について、「陸上貨物運送事業におけ

る荷役作業の安全対策ガイ ドライン」（平成２５年３月２５日付け基発０３２５第



　

１号） に基づく荷主等による取組の必要性を説明し、 同取組の促進を図る。

　　

このため、 荷主等は、 上記取組を実施する等により、 建設工事の現場等に

　

おける荷役災害防止対策を適切に講じること。

（５）伐木作業等の安全対策

　

本年８月に施行されるチェーンソーによる伐木等作業における特別教育に
係る安衛則の一部を改正する省令 （平成３１年厚生労働省令第１１号） 及び本
年１月３１日付けで改正した「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関する

　

ガイ ドライン」（平成２７年１２月７日付け基発第１２０７第３号、 令和２年１月

　

３１日付け基発０１３１第１号改正） について、厚生労働省は、全国安全週間準備
期間中 （本年６月） に開催される建設業等を対象とした集団指導や事業者団
体による安全大会等の機会を活用して改正内容の周知を図るとともに、 令和

　

２年度委託事業により、 安全衛生推進者等を対象に、伐木等作業の安全対策

　

の理解を深めるための安全対策講習会を全国７会場で開催する。

　

このため、 事業者は、 集団指導、 安全対策講習会等への参加に留意すると

　

もに、 伐木作業等における安全対策を適切に講じること。

（６）転倒災害の防止

　

転倒災害は業種問わず最も多い災害の型であるため、 事業者は、「今後の転
倒災害防止対策の推進について」（令和元年６月１７日付け基安発０６１７第１号）

　

に基づき、 「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」（同通達別添） に定める措置を適
切に講じること。 特に、 転倒災害の特徴として、 ①高年齢労働者が多く被災
する、 ②降雪地帯で冬季に多く発生するといったことが挙げられることに留
意するとともに、 降雪が多い地域においては、 降雪等が本格化する前に、 冬
季に向けた転倒災害防止対策について事前に準備を進めること。

　

なお、転倒災害防止用の視聴覚教材を厚生労働省ホームページに公開して
いるので、 事業者は、 安全衛生教育を実施する機会等に活用すること。

（７）交通労働災害防止対策

　

事業者は、「交通労働災害防止のためのガイ ドライン」（平成 ２５ 年５月

　

２８

　

日付け基発０５２８第２号、 平成３０年６月１日最終改正） に基づく措置を適切
に講じること。

　

とりわけ、 建設資材等の運搬を発注する際は、 過積載運行にならないよう
実際に荷を運搬する事業者に協力すること。

（８） 建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者の安全確保

　

厚生労働省は、建設工事の現場等において、 交通誘導等に従事する警備業
等の労働者が死傷する労働災害が発生していることを踏まえ、令和元年度に
作成した警備業の未熟練労働者への安全衛生教育に活用できるマニュアルに
ついて周知する。

　

事業者は、建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者に対する安全



衛生教育を実施する場合には、 同マニュアルを活用すること。

（９） 専門工事業者等の安全衛生活動支援事業

　

建設業における労働災害の被災者の約９割は、店社で規模が３０人未満のも

のに所属していることを踏まえ、 厚生労働省は、 建災防に対して、 中小の建

設会社 （以下 「専門工事業者等」 という。） におけるパトロール、 視聴覚教材

や冊子の作成等の安全衛生活動を支援するための事業への補助を実施する。

　

専門工事業者等は、上記事業を活用する等により、自主的に安全衛生活動

を行うこと。

（１０）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設工事の安全

衛生対策

　

厚生労働省は、 令和２年度委託事業により、 東京都、 埼玉県、 千葉県及び

神奈川県において新規入識者等に対する安全衛生教育及び建設現場に対する

　

専門家の技術指導を行う。

　

事業者は、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に係

　

る各種工事において、 労働災害防止対策を適切に講じること。

（１１） 東日本大震災、熊本地震等の復旧・復興工事における労働災害防止対策

　　

厚生労働省は、令和２年度委託事業により、東北３県及び熊本県において、

　

引き続き、 巡回指導等を行う。

　　

東日本大震災、 熊本地震等の復旧・復興工事において、 重機による災害や

　

墜落・転落災害等が発生していることから、 事業者は、 当該災害に着目した

　

労働災害防止対策を適切に講じること。

（１２） 高年齢労働者等の労働災害の防止

　　

厚生労働省は、高年齢労働者の労働災害防止対策を推進するため、 高年齢

　

労働者の安全衛生対策として取組を求める事項について 「高年齢労働者の安

　

全と健康確保のためのガイ ドライン」（令和２年３月１６

　

日付け基安発０３１６第

　

１号）（以下 「エイジフレンドリーガイ ドライン」 という。） に取りまとめた

　

ところであり、 周知を図る。 さらに、 新設する 「エイジフレンドリー補助金」

　

により、働く高年齢労働者が安心して安全に働く職場環境の整備に意欲のあ

　

る中小企業における取組を支援する。

　　

このため、 事業者は、 各事業場における高年齢労働者の就労状況や業務の

　

内容等の各事業場の実情に応じて、 エイジフレンドリーガイ ドラインを参照

　

し、 厚生労働省、 関係団体等による支援も活用して、 実施可能なものから積

　

極的に高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組み、職場環境の改善を図る

　

こ と。

（１３）外国人労働者に対する労働災害防止対策

　　

厚生労働省は、外国人労働者を雇用する事業場に対し、「外国人労働者の雇



用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」（平成１９年８
月３日厚生労働省告示第 ２７６ 号） に示す安全衛生教育の実施、 労働災害防止
のための日本語教育等の実施、 労働災害防止に関する標識・掲示等について
周知、 指導する。

　

また、 外国人労働者への安全衛生教育の実施について、 厚生労働省は、 平
成３１年３月 ２８日付け基発０３２８第２８号「外国人労働者に対する安全衛生教
育の推進等について」 に基づき、 安全衛生団体等との連携を図り、 外国人労
働者を使用する事業者に対し、 地域の実情にも応じた安全衛生教育及び研修
の推進について指導、 援助する。 この際、 インターネット上の 「職場のあん
ぜんサイト」 に掲載されている安全衛生教育に活用できる視聴覚教材等につ
いて、 適宜、 利活用を促す。

　

さらに、 厚生労働省は、 外国人労働者が教育内容を理解できるよう、 令和
２年度委託事業により、型枠施工業務、 屋根ふき業務等業種別の母国語によ
る視聴覚教材を１０言語 （英語、 中国語、 ベトナム語、 タガログ語、 カンボジ

ア語、インドネシア語、 タイ語、 ミャンマー語、 ネパール語及びモンゴル語）
で作成し、 厚生労働省ホームページに公表する予定である。

　

このため、事業者は、外国人労働者に対する安全衛生教育を行う場合には、
既に同ホームページで公表している外国人労働者向けの基本的な作業ごとに
安全衛生対策をまとめた教材 （４言語 （英語、 中国語、 ベトナム語及びイン

ドネシア語））と併せて、これらの教材を活用した安全衛生教育の実施を図る
こ と。

　

また、 事業者は、外国人労働者が労働災害に被災した場合に労働者死傷病
報告（安衛則様式第２３号）を提出する際、被災労働者の国籍・地域及び在留
資格を、 在留カード等により確認し、 記入すること。

（１４） 一人親方等の安全衛生対策

　

厚生労働省は、引き続き、建設業に従事する一人親方等の死亡災害の把握
に努めるとともに、令和２年度委託事業により建設業の一人親方に対する安
全衛生教育に係る支援として、 全国で研修会を開催するとともに、建設現場
において、 引き続き、 一人親方に対し技術指導を行う。

（１５） 建設工事関係者連絡会議の運営等

　

厚生労働省は、「建設工事関係者連絡会議の設置について」（平成２６年４月
１１日付け基安発０４１１第１号） により、 工事の安全衛生に配慮した発注、安全

衛生経費の確保、 統括安全衛生管理の徹底のための相互パトロール、安全衛
生教育等について、発注者、施工者及び安全衛生行政関係者により協議をし、
必要な取組を行う。

（１６） 建設職人基本法・基本計画に基づく取組等

　

厚生労働省は、 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

　

（平成２８年法律第１１１号）に基づく都道府県計画を策定する都道府県に対し、



　

管内の労働災害発生状況の分析結果、 実施する施策等に係る情報について積

　

極的に提供するなど、 都道府県との連携の強化を図る。

２

　

労働者の健康確保のための対策、化学物質等による労働災害防止対策

（１） 熱中症対策

　　

厚生労働省は、「ＳＴＯＰ！熱中症

　

クールワークキャンペーン」 （５月 から９月

　

まで、 準備期間：４月、 重点取組期間：７月） を実施する。 また、 職場にお

　

ける熱中症予防に関する講習会を第一四半期から第二四半期を目処に実施す

　

る。

　　

このため、 事業者は、 熱への順化や休憩時間の確保を考慮した作業計画の

　

策定、ＷＢＧＴ値の把握及び低減対策、休憩場所の確保、定期的な水分・塩分の

　

摂取徹底、健康診断結果を用いた就業上の措置、 作業開始前の健康状態の確

　

認、 作業を管理する者や労働者に対する労働衛生教育、 緊急時の早めの搬送

　

等を実施すること。

（２） じん肺予防対策
ア

　

厚生労働省は、 平成３０年度から令和４年度を期間とする 「第９次粉じん

　

障害防止総合対策」 の重点事項として、 ①屋外における岩石・鉱物の研磨

　

作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障

　

害防止対策、 ②ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策、 ③呼吸用

　

保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進、 ④じん肺健康診断の着実な実

　

施、 ⑤離職後の健康管理等を掲げている。

　　

このため、 事業者は、 当該防止総合対策に基づく措置を適切に講じるこ

　

と。 また、 解体作業等において、 法令上必要であるにもかかわらず現場監

　

督など事業者側の判断により防じんマスクを外させることなく、 労働者に

　

防じんマスクを確実に使用させること。
イ

　

厚生労働省は、ずい道等建設工事に従事する労働者の健康管理の充実を

　

図るため、 建災防が運用している労働者のじん肺関係の健康情報、 有害業

　

務従事歴等を一元管理するためのシステム （ずい道等建設労働者健康情報

　

管理システム） について活用を促進する。

　　

このため、事業者は、ずい道等建設工事に従事する労働者の同意を得て、

　

建災防に健康情報等の提供（登録）が円滑に行われるよう協力すること。

（３） 建設業におけるメンタルヘルス対策の推進

　

建設業においても精神障害が多く発生しており、 建設業の事業場における

メンタルヘルス対策の取組割合が４９．５％と低調であることから、 事業者は、
ストレスチェック制度の実施を徹底するとともに、 建災防とも連携して、 建

設工事の現場等におけるメンタルヘルス対策を適切に講じること。

（４） 化学物質による健康障害防止対策
ア

　

厚生労働省は、 塗料等の掻き落とし作業について、 鉛等有害物の有無等



により工事に要する安全衛生経費・工期は大きく変わることから、 発注者
に対し、 有害物の有無等に応じた必要な安全衛生経費の積算等、必要な対
応を才テうよう求める。

　

このため、 事業者は、 鉛、 六価クロム、ＰＣＢ等の有害物は上塗りから下塗
りまでの塗膜に含有しうることにも留意し、 有害物の含有状況や作業内容
に応じて適切なばく露防止対策を講じること。

　

また、 事業者は、 研磨材の吹き付け （ブラスト） や研磨材を用いた手持
ち式動力工具 （ディスクサンダー） による鋼構造物の研磨等においては、
塗膜中の有害物の有無にかかわらず、 粉じん障害防止規則に基づき、 労働
者に対して、 呼吸用保護具 （送気マスク等） を使用させる等の措置を講じ
ること。
建設業においても、 塗装など多くの化学物質を用いていることから、 厚

生労働省は、 特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則の徹底を
図るとともに、 化学物質に係るリスクアセスメント及び当該結果に基づく
措置等を実施するよう周知・指導する。

イ

　

（５） 石綿健康障害予防対策

　

ア

　

建築物の解体・改修作業を行う事業者は、 建築物の石綿等の使用の有無

　　

等について事前調査を実施し、 石綿が使用されている場合は、 確実にばく

　　

露防止対策を講じること。 なお、 厚生労働省は、 石綿に係る計画届や作業

　　

届の対象工事について、 適切に対象選定を行い、 遵法意識の確保のための

　　

予告なしの立入りを行う。

　

イ

　

厚生労働者は、建築物解体等作業の発注者への対応について、「石綿飛散

　　

漏洩防止対策徹底マニュアル［２，２０版］」の８から９ページの内容等を含め、

　　

必要な周知啓発を図り、解体等工事の契約締結後に事前調査を行う場合に

　　

おいて当該調査結果に応じた費用・工期の変更を認めないような適切でな

　　

い契約の排除を図る。

　

ウ

　

厚生労働省は、 石綿障害予防規則等の改正を検討しており、 改正後は、

　　

地方公共団体とも連携し、 その円滑な施行のための周知を図る。

３

　

その他の安全衛生に係る対策
（１）労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用

　　

厚生労働省は、 労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際規格

　　

（ＩＳ０４５００１）、 日本産業規格 （ＪＩＳＱ４５００１ 及び ＪＩＳＱ４５１００） を踏まえて改

　

正した 「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」（平成 １１年労働

　

省告示第５３号、 令和元年７月１日最終改正） について周知を図る。

　　

同指針に準拠した建設業労働安全衛生マネジメントシステムを導入した企

　

業の労働災害の減少率をみると、 労働災害防止に効果があるとされているこ

　

とから、 事業者は、工Ｓ０４５００１にも対応した建設業労働安全衛生マネジメント

　

システム ＥＷＣＯＨＳＭＳ）、 中小事業者向けコンパク トコスモスの導入・活用に

　

留意すること。



（２） 建設業における安全衛生教育の推進

　

事業者は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第５９条に基づく労働

者に対する安全衛生教育及び同法第６０条に基づく職長等に対する安全衛生教

育を的確に実施するとともに、同法第６０条の２に基づく危険又は有害な業務

に現に就いている者に対する安全衛生教育や以下に示す安全衛生教育などを

実施すること。
ア

　

職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育の推進

　　

事業者は、「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に

　

準じた教育について」（平成２９年２月２０日付け基発０２２０第３号） に基づ

　

き、 建設業における職長等及び安全衛生責任者を対象に、概ね５年ごとに

　

及び機械設備等に大幅な変更のあった場合に、 労働災害の防止に係る当該

　

教育を受講させること。

　

イ

　

建設工事従事者教育の推進

　　

事業者は、「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について」

　　

（平成 １５ 年３月２５

　

日付け基安発第０３２５００１ 号） に基づき、 建設工事に

　

従事する労働者を対象に、建設現場で働く労働者が守らなければならない

　　

労働安全衛生法令の遵守事項等の基本的事項について教育を受講させるこ

　　

と。

（３） 各種ガイドライン等に基づく安全衛生対策の推進

　

厚生労働省は、 建設業の安全衛生対策を推進するために、 各種のガイ ドラ

イン等を発出していることから、 現場での活用のための周知等を通じて、 ガ

イドライン等に基づく安全衛生対策を推進する。

　

このため、 事業者は、 当該ガイ ドライン等に基づく安全衛生対策を適切に

措置すること。



（参考）

令和２年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る関連通達等

（全般）
・第１３次労働災害防止計画 （平成３０年２月 ２８日厚生労働省策定、 平成３０年

　

３月 １９日公示）
・建設業における総合的労働災害防止対策の推進について （平成 １９ 年３月

　

２２

　

日付け基発０３２２００２号）

・元方事業者による建設現場安全管理指針について （平成７年４月２１日付け基

　

発第２６７号の２）

１

　

労働者の安全確保のための対策
（１） 足場等からの墜落・転落防止対策

　

・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について （平成 ２７ 年３月

　

３１

　

付け基発０３３１第９号）

　

・足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について （平成２７年

　

５月 ２０日付け基安発０５２０第１号）

　

・「手すり先行工法に係るガドライン」 について （平成２１年４月２４日付け基発

　

第０４２４００１号）

　

・足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュ

　

アルについて （平成２６年３月 １０日付け基安安発０３１０第１号）

（２） 墜落制止用器具の適切な使用

　

・「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイ ドライン」（平成３０年６月 ２２ 日

　

付け基発０６２２第２号）

（３） 建設現場における火災対策

　

・建設現場における火災による労働災害防止について （平成３０ 年７月 ２７日付

　

け基安安発０７２７第２号）

（４） 建設工事の現場等における荷役災害防止対策

　

・陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイ ドライン （平成２５年３月

　

２５日付け基発０３２５第１号）

　

・荷役作業場所のチェックリスト（平成２７年８月２７日付け基発０８２７第８号別

　

添）

（５） 伐木等作業の安全対策

　

・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について （伐木作業等の安全



対策関係）（平成３１年２月１４日付け基発０２１４第９号）

・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイ ドライン」 の策定につい

て （平成２７年１２月 ７日付け基発１２０７ 第３号、 令和２年１月３１日付け基発

０１３１第１号改正）

・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイ ドライン」 の留意事項の

改正について （令和２年１月３１日付け基安安発０１３１第１号）

（６） 転倒災害の防止

　

・ 今後の転倒災害防止対策の推進について（令和元年６月１７日付け基安発０６１７

　　

第１号）

（７） 交通労働災害防止対策

　

・交通労働災害防止のためのガイ ドライン （平成２５年５月２８日付け基発０５２８

　

第２号、 平成３０年６月１日最終改正）

　

・交通労働災害防止対策の推進について （平成２７年３月１３日付け基安発０３１３

　

第１号）

　

・建設業における交通労働災害防止対策の徹底について （平成２７年８月６日付

　

け基安安発０８０６第１号）

（８） 建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者の安全確保

　

・現時点では、 特になし。

（９） 専門工事業者等の安全衛生活動支援事業

　

・現時点では、 特になし。

（１０）２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る建設工事の安全衛

　

生対策

　

・現時点では、 特になし。

（１１） 東日本大震災・熊本地震等の復旧・復興工事における労働災害防止策

　

・東日本大震災による災害復旧工事における労働災害防止対策の徹底について

　　

（その４） ～地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事関連～ （平

　　

成２３年８月 ３１日付け基安安発０８３１第４号、 基安労発０８３１第２号、 基安化

　　

発０８３１第２号）

　

・平成２８ 年熊本地震の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について（平

　　

成２８年４月２１日付け基安安発０４２１第１号、 基安労発０４２１第２号）

　

・平成２８年熊本地震の復旧工事における土砂崩壊災害防止対策等の徹底につい

　　

て （平成２８年６月１日付け基安安発０６０１第１号）

　

・災害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る発注者の配慮等について

　　

（平成２８年７月 ２５日付け基安安０７２５第２号、 基安労０７２５第２号、 基安化

　　

０７２５第２号）



　

・東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドラ

　

イン （平成２７ 年８月２６

　

日付け基発０８２６ 第１号）

　

・木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について （平

　

成８年１１月１１日付け基発第６６０号の２）

　

・「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイ ドライン」 の策定について

　　

（平成２７年６月 ２９日付け基安安発０６２９第２号）（再掲）

　

・土止め先行工法に関するガイ ドラインの策定について （平成１５年１２月１７日

　

付け基発第１２１７００１号）

　

・東日本大震災復旧・復興工事関係者連絡会議及び工事エリア別協議組織の設

　

置について （平成２３年１０月２１日付け基安発１０２１第２号）

（１２） 高年齢労働者等の労働災害の防止

　

・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイ ドライン」 の策定について （令

　

和２年３月 １６

　

日付け基安発０３１６ 第１号）

（１３） 外国人労働者に対する労働災害防止対策

　

・外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指

　

針 （平成１９年８月３日付け厚生労働省告示第２７６号）

　

・労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について （労働者死傷病報告

　

様式改正関係）（平成３１年１月８日付け基発０１０８第４号）

　

・外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について （平成３１年３月 ２８日

　

付け基発０３２８第２８号）

（１４） 一人親方等の安全衛生対策

　

・現時点では、 特になし。

（１５） 建設工事関係者連絡会議の運営
・ 建設工事関係者連絡会議の設置について（平成２６年４月１１日付け基安発０４１１

　

第１号）

　

・元請負人及び下請負人の間での労働災害防止対策の実施者及びその経費の負

　

担者の明確化に係るパンフレットの作成について （平成２７年６月 １５日付け

　

基安発０６１５第１号）

（１６） 建設職人基本法・基本計画に基づく取組等
・建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について（平

　

成２９年３月 １６日付け基発０３１６第３号）

　

・建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画について （平成

　

２９年６月 ９日付け基発０６０９第７号）

２

　

労働者の健康確保のための対策、化学物質等による労働災害防止対策
（１） 熱中症対策



・「ＳＴＯＰ！熱中症

　

クールワークキャンペーン」の実施について（近日発出予定）

・職場における熱中症の予防について（平成２１年６月１９日付け基発第０６１９００１

号）

（２） じん肺予防対策

　

・第９次粉じん障害防止総合対策の推進について （平成３０年２月 ９日付け基発

　

０２０９第３号）

　

・ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイ ドライン （平成 １２ 年 １２

　

月 ２６日基発第７６８号の２）

（３） 建設業におけるメンタルヘルス対策の推進

　

・現時点では、 特になし。

（４） 化学物質による健康障害防止対策

　

・化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針（平成２７年９月

　

１８日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第３号）

　

・鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障

　

害防止について（平成２６年５月３０日付け基安労発０５３０第１号、基安化発０５３０

　

第１号／基安労発０５３０第３号、 基安化発０５３０第３号）

　

・建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイ ドラインの策定について（平

　

成１０年６月１日付け基発第３２９号の１）

　

・一酸化炭素中毒による労働災害の発生状況等について （平成２８年１２月６日

　

付け基安化発１２０６第１号）

　

・建設業における有機溶剤中毒予防のためのガイ ドラインの策定について （平

　

成９年３月 ２５日付け基発第１９７号）

　

・「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の改正

　

について （平成２６年１月 １０日付け基発０１１０第１号）

　

・「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」の運

　

用に当たり留意すべき事項について （平成２６年１月１０日付け基安化発０１１０

　

第１号）

（５） 石綿健康障害予防対策

　

・建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について（平成３０年４月 ２０

　　

日基安化発０４２０第１号）

　

・建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について （平成２９年６

　

月 ９日基安化発０６０９第１号）

　

・石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル ［２，２０版］

　

・石綿則に基づく事前調査のアスベス ト分析マニュアル ［１．２０版］

　

・建築物石綿含有建材調査者講習登録規定の制定等について （平成３０年１０月

　

２３日基発１０２３第６号）



３

　

その他の安全衛生対策
（１） 労働安全衛生マネジメントシステムの普及と活用

　

・労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針 （平成１１年労働省告示第

　

５３号、 令和元年７月１日最終改正）

　

・労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について （平成１８年

　

３月 １７日付け基発第０３１７００７ 号、 令和元年７月１日付け基発０７０１第３号改

　

正）

（２） 建設業における安全衛生教育の推進

　

・安全衛生教育及び研修の推進について （平成３年１月２１日付け基発第３９号）

　

・建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について（平成

　

１２年３月 ２８日付け基発第１７９号、平成１８年５月１２日付け基発第０５１２００４号

　

最終改正）

　

・建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について（平成１５年３月２５

　

日付け基安発第０３２５００１号）

　

・職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について （平成２９年

　

２月 ２０日付け基発０２２０第３号）

（３） 各種ガイドライン等に基づく安全衛生対策の推進

　

・シール ドトンネル工事に係るセーフティ・アセスメ ントについて （平成７年

　

２月 ２４日付け基発０３２１第４号）

　

・「シールドトンネル工事に係る安全対策ガイ ドライン」 の策定について （平成

　

２９年３月２１日付け基発０３２１第４号）

　

・山岳トンネル工事に係るセーフティ・アセスメントに関する指針について（平

　

成８年７月 ５日付け基発４４８号の２）

　

・「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイ ドライン」

　

の策定について （平成２８年１２月２６日付け基安安発１２２６第１号、 平成３０年

　

１月 １８日付け基発０１１８第１号改正）

　

・土石流による労働災害防止のためのガイ ドラインの策定について （平成１０年

　

３月 ２３日付け基発第１２０号）

　

・「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイ ドライン」 の策定について

　　

（平成２７年６月２９日付け基安安発０６２９第１号）

　

・斜面の点検者に対する安全教育実施要領の策定について （平成 ２７ 年６月

　

２９

　

日付け基安安発０６２９第４号）

　

・ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を

　

改正する省令等の施行について （平成２７年８月５日付け基発０８０５第１号）




